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Ⅱ ⑤ 代表質疑（質問）における非交渉会派の取扱いについて

検討趣旨
本会議における代表質疑（質問）について，非交渉会派についても認める

のかどうか検討する。

現 状
現在，本会議における代表質疑（質問）については，交渉会派の代表制

により行っており，非交渉会派については認めていない。

根拠法令

【京都市会会議規則】

第 37条 会議に付する事件は，第 97条（請願の委員会付託）に規定する

場合を除き，会議において提出者の説明を聞き，議員の質疑があるとき

は質疑の後，議長が所管の常任委員会又は市会運営委員会に付託する。

ただし，常任委員会に係る事件は，市会の議決で特別委員会に付託する

ことができる。

第 90 条 議員は，市の一般事務につき，執行機関に質問することができ

る。

２ 質問者は，会議の前日までに，議長にその要旨を文書で通告しなけれ

ばならない。

３ 第１項の質問は，日程を終わった後に行う。ただし，市会の同意を得

た場合は，この限りでない。

論 点

①代表質疑（質問）について，非交渉会派についても認めるのかどうか。

②認める場合は，どのようなルール（対象とする定例会，時間配分等）で

行うのか。なお，テレビ中継については，一定の時間的制約がある。

参 考

【京都市会における代表質問（質疑）の時間配分】

５月定例会 会派基本時間 ４分＋議員一人当たり 2.5 分

９月定例会 会派基本時間 34分＋議員一人当たり ３分

11月定例会 会派基本時間 ４分＋議員一人当たり 2.5分

２月定例会 会派基本時間 34分＋議員一人当たり ３分

【他都市の状況】

代表質疑（質問）を

認める（８都市）

札幌市，さいたま市，千葉市，横浜市，新潟市，

神戸市，岡山市（３人以上の会派），福岡市

代表質疑（質問）を

認めない（９都市）

仙台市，川崎市，相模原市，静岡市，浜松市，

名古屋市，京都市，大阪市，北九州市

※ 堺市及び広島市は，代表制を採っていない。


